
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆定額減税対応は年末調整でも発生 

 ６月１日以降に支払う給与等から定額減税が実施

されましたが、令和６年分年末調整においても対応

は発生します。 

例えば、令和６年６月２日以後に採用した従業員

は月次減税を行っていないので、年末調整で定額減

税額の控除（年調減税）を行うほか、令和６年７月

以降に子どもが生まれ扶養親族の人数が増えた場

合、定額減税額の差額は年末調整または確定申告に

より精算するなどがあるためです。 

 

◆「給与所得者の保険料控除申告書」が変更に 

 令和５年度税制改正により保険料控除申告書の記

載事項に改正があり、令和６年10月１日以後提出

分、つまり令和６年分年末調整から適用されます。 

 保険金等の受取人と申告者との続柄を記載する欄

が削除され、様式に変更があります。 

 

◆「令和６年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 

給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に

係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控

除申告書」に定額減税に係る記載欄が追加 

 月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者がその

後就職等し、令和６年分の合計所得金額が48万円超

となった場合、年調減税額の計算に含めないため、

定額減税の対象となるかを確認するための欄等が追

加されています。 

 

◆改正対応は令和７年も 

続く 

 さらに、令和５年度税制改正により、令和７年１

月以降、扶養控除等申告書について「簡易な申告

書」が導入されます。 

 このように、令和６年分年末調整から令和７年１

月の源泉徴収事務においては、様々な改正に対応し

ながら正確に実務を行うことが求められます。事前

の周知や、早めの書類配付および回収などが望まし

いと言えるでしょう。 

 

 
 
６月 14日に出入国管理及び難民認定法（出入国管

理法）の改正案が参議院で可決・成立し、1993年に始

まった技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度

が創設されることになりました。変更となる点につい

てまとめておきます。 

 

◆育成就労制度の特徴 

・目的は、技能実習制度は技能の移転による国際貢献

のための人材育成などであることに対し、育成就労

制度では日本の発展のための人材育成と人材確保

としています。 

・在留期間は、技能実習制度では最大で通算５年でし

たが、育成就労制度では原則３年となります。また、

育成就労制度では転籍が可能になります。ただし、

同一機関での就労が１～２年（分野によって異なる）

を超えている場合や、技能検定試験基礎級等及び一

定水準以上の日本語能力に係る試験への合格など

が条件となります。 

・受入れ対象職種・分野は、特定技能１号水準の人材

を育成するため、特定技能と同様の16業種（介護、

令和 6年分年末調整の 
ご準備はお早めに 

改正入管法等が成立  
「育成就労制度」とは？ 

2024年 8月号 

連絡先：〒260－0033  

千葉市中央区春日2-21-10-701 

電話 ： 043-306-2856  ＦＡＸ ： 043-306-2857 

ｅ－ｍａｉｌ：hiro@kawamura-sr.com 

 

 

 

ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、

電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、

自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製

造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産

業）となります。技能実習制度では90職種（165作

業）での実習が可能でした。 

・悪質なブローカー対策として、不法就労させた場合

の罪が厳罰化されます。また、当分の間、民間職業

紹介事業者の関与は認めない方針です。 

・技能実習の監理団体が「監理支援機関」に名称変更

となり、受け入れ機関の要件を適正化し、適切な受

入れ・育成を実現するとしています。 

 

◆制度の開始時期は？ 

育成就労制度は、公布から３年後の 2027年から開

始され、2030年までが移行期間となる見込みです。 

 

【厚生労働省「改正法の概要（育成就労制度の創設等）」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001231483.

pdf 

 

 

 
 

 帝国データバンクが、2024年上半期における「人手

不足倒産」の件数を公表しました。2023年上半期の110

件を大きく上回る182件もの「人手不足倒産」が発生

しており、過去最多ペースで推移しています。 

※「人手不足倒産」とは、法的整理（倒産）となった

企業のうち、従業員の離職や採用難等により人手を

確保できなかったことが要因となった倒産のこと

をいいます。 

 

◆倒産件数の８割が「従業員10人未満」 

 2024年上半期における「人手不足倒産」182件のう

ち、「従業員10人未満」の小規模事業者の割合は８割

を占めています。厚生労働省の労働力調査（2024年５

月）によれば、就業者数は 22カ月連続で増加してお

り、人手不足感は落ち着きつつあるものの、１人の退

職者が与えるダメージが大きい小規模事業者では、依

然として「人手不足倒産」に追い込まれる可能性は高

いと予測されています。 

 

◆「2024年問題」の影響も 

物流業や建設業においては、働き方改革関連法によ

る時間外労働の上限規制が2024 年４月から適用され

たことによる人手不足（いわゆる「2024年問題」）の

影響があり、倒産件数は、建設業で53件、物流業で27

件となっており、どちらも年上半期としては過去最多

でした。特に物流業では、時間外労働上限規制や改善

基準告示が改正されたことにより、2023年上半期の15

件と比較してほぼ倍増となっています。 

 １人が退職すると、残された社員でその穴を埋める

こととなり、負荷に耐えきれずドミノ倒し型に退職が

連鎖するケースも多いようです。採用の強化や、労働

条件の改善による離職防止など、自社にあった人手不

足対策を検討しましょう。 

 

【帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2024年

上半期）」】 

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p2

40703.pdf 

 

 

 
 
13日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便
局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に
採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

９月１日 
○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局または銀
行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２期分
＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告
書の提出 
［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな
い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

 
 

～当事務所よりひと言～ 
 

「人手不足倒産」  過去最多ペースで
増加 

8月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

mailto:hiro@kawamura-sr.com
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001231483.
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p2

